
（別表第１） 

 

補助事業仕様書 

 

１ 事業の目的 

   おおむね小学校区の範囲を基本とする地域を単位として、区内に居住するひとり暮らし高齢者等に

対して食事を提供する事業（以下「高齢者食事サービス事業」という。）を実施することにより、ひと

り暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的とする。 

 

２ 事業の実施主体 

（１） 組織体制 

本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施にあたり、実施圏域に居住する住民を含め

た「高齢者食事サービス委員会」（以下「委員会」という。）を組織すること。 

委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営につい

て、必要な事項を定めること。 

 ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供す

る事業が規定されている場合には、「委員会」を組織することを有しない。 

（２） 実施方法 

① 本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性

の高い地域集会所や老人憩の家、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね 10名

以上の利用対象者に対して、地域のボランティアの協力を得て会食または配食による食事サ

ービスをおおむね月 1回以上定期的に行う。 

② 本事業の実施にあたり、1回あたり利用者 10名に対してボランティアを少なくとも２名以

上確保し、利用者が 10 名を超える場合は、利用者 10 名ごとにボランティアを少なくとも１

名以上確保すること。 

③ 食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めること。 

また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮すること。 

 

３ 利用対象者 

（１）本事業の利用対象者は、大阪市東住吉区内に居住する 65歳以上の方（以下「高齢者」とい

う。）であって次の（イ）から（ハ）に掲げるいずれかに該当するものとする。 

（イ）ひとり暮らしの方 

（ロ）高齢者のみの世帯に属する方 

（ハ）ねたきり状態にあるもの 

（２）（１）の（イ）～（ハ）にかかわらず、高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属するも

の、常時に高齢者の世話をするものがいない世帯に属するもの及びやむを得ない事情があり高齢者

食事サービスを必要とする 60歳以上のものは委員会の承認により、高齢者食事サービス事業を受

けることができる。 

 

４．事業の実施補助事業者は、食事サービスの日時、方法、利用者負担額、利用者への通知方法その他実

施内容等を決定した上で実施しなければならない。 



 

５．補助事業の適正な遂行 

補助事業者は、本事業の目的以外の用途に補助金を使用してはならない。 

 

６．利用者負担 

補助事業者は、高齢者食事サービス事業の対象者（会食におけるボランティアを含む）が事業を利用

した場合、補助事業者が定める利用料を徴収しなければならない。ただし、利用料を無料と定めるこ

とはできない。 

 

７．その他 

（１）調理にかかるボランティアは少なくとも年１回の検便を行うものとする。 

（２）ボランティアは大阪市が加入する大阪市市民活動保険の対象となり、本事業に起因する事故は

保険の対象となる。 

 

 


